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富山県告示第208号 

      土地区画整理事業の施行者の変動について 

  土地区画整理法（昭和29年法律第 119号）第11条第７項の規定により射水市放生 

津中町西部土地区画整理事業施行者から施行者に変動を生じた旨届出があったので、 

同条第８項の規定により次のとおり公告する。 

  平成25年４月19日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 土地区画整理事業の名称 

    射水市放生津中町西部土地区画整理事業 

２ 事務所の所在地 

  射水市足洗新町一丁目101番地 

３ 施行認可の年月日 

    平成24年４月27日 

４ 新たに施行者となった者の氏名及び住所 

  縄井 峰勝      射水市庄川本町７番12号 

５ 施行者でなくなった者の氏名 

  縄井 與三一 
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富山県告示第209号 

      土地区画整理事業の施行認可について 

  土地区画整理法（昭和29年法律第 119号）第４条第１項の規定により射水市堀内 

土地区画整理事業の施行を認可したので、同法第９条第３項の規定により次のとお 

り公告する。 

    平成25年４月19日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 土地区画整理事業の名称 

    射水市堀内土地区画整理事業 

２ 施行者の名称及び住所 

   伊勢住建株式会社  射水市戸破3523番地 

３ 事業施行期間 

    施行認可公告の日から平成26年３月31日まで 

４ 施行地区 

    射水市堀内及び大門本江字浦川の各一部 

５ 事務所の所在地 

    射水市戸破3525番地 

６ 施行認可の年月日 

    平成25年４月19日 

７ 事業年度 

    毎年４月１日から翌年３月31日まで 

８ 公告の方法 

    射水市の掲示場及び事務所に掲示 

 

 

富山県告示第210号 

   換地処分について 

 土地改良法（昭和24年法律第 195号）第89条の２第９項の規定により、平成25年 

４月17日県営公害防除特別土地改良事業神通川流域二期地区田島換地区の換地処分 
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をしたので同条第10項の規定において準用する同法第54条第４項の規定により公告 

する。 

  平成25年４月19日 

                    富山県知事 石  井    一  
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土地改良区の役員の退任 

 福光町土地改良区の役員であった次の者が平成25年３月18日退任した旨届出があ 

ったので、土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第17項の規定により公告す 

る。 

  平成25年４月19日 

                    富山県知事 石  井    一  

  職 名      氏   名        住   所 

  理 事  法 邑 眞 登    南砺市竹内 400番地 

 

 

土地改良区の役員の就任 

 福光町土地改良区の役員に次の者が平成25年３月19日就任した旨届出があったの 

で、土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第17項の規定により公告する。 

  平成25年４月19日 

                    富山県知事 石  井    一  

  職 名      氏   名        住    所 

  理 事  竹 田 利 博    南砺市坂本 170番地 

 

 

土地改良区の役員の退任 

 砺波市土地改良区の役員であった次の者が平成25年３月31日退任した旨届出があ 

ったので、土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第17項の規定により公告す 
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る。 

  平成25年４月19日 

                    富山県知事 石  井    一  

  職 名      氏   名        住     所 

  理 事  安 念 鉄 夫    砺波市太田        1518番地 

   同   山 田 真 生    同  千代         240番地 

   同   安 念 壽 郎    同  太田      1426番地 

   同   石 崎 外 雄    同  東保        77番地 

   同   有 若   隆    同  坪内          85番地 

   同   太 田 英 將    同  中野         82番地 

   同   新 田 一 二    同  東石丸       63番地 

   同    藤 好 介    同  柳瀬      538番地 

   同   舘   康 弘    同  広上町       １番22号 

   同     野 村 伸 郎    同  苗加     150番地 

   同   寺 島   茂    同  鷹栖      372番地 

   同   中 村 正 彦    同  狐島      412番地 

   同   大 谷 一 男    同  小杉      122番地 

   同   藤 崎 和 雄    同  高波        428番地 

   同   林     絋    同  頼成        200番地 

   同   山 岸 銀 七    同  市谷        630番地 

   同   坂 本 武 夫    同  寺尾      277番地 

   同   石 黒       同  庄川町天正   65番地 

   同   柴 田 栄 告    同  庄川町青島  162番地 

   同   村 井 和 次    同  庄川町庄   3282番地 

   同   島 田   徹    同  庄川町金屋 1698番地２ 

  監 事  石 倉 説 雄    同  太田    1749番地 

   同   丹 羽 宗 吉    同  野村島    415番地 

   同   藤 澤   茂    同  小島     315番地 

   同   松 浦 槇 男    同  東保      569番地１ 
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土地改良区の役員の就任 

 砺波市土地改良区の役員に次の者が平成25年４月１日就任した旨届出があったの 

で、土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第17項の規定により公告する。 

  平成25年４月19日 

                    富山県知事 石  井    一  

職 名      氏   名        住     所 

理 事  山 田 真 生    砺波市千代     240番地 

 同   舘   康 弘    同  広上町    １番22号 

 同   太 田 英 將    同  中野     82番地 

 同   林     絋    同  頼成      200番地 

 同   小 竹 勝 則    同  矢木        235番地 

 同   松 永 義 則    同  千保       127番地 

 同   石 倉 説 雄    同  太田     1749番地 

 同    藤 好 介    同  柳瀬     538番地 

 同   上 江 崇 春    同  五郎丸      975番地 

 同   永 田 俊 滿    同  苗加       522番地 

 同   寺 島   茂    同  鷹栖       372番地 

 同   中 村 正 彦    同  狐島       412番地 

 同   大 谷 一 男    同  小杉      122番地 

 同   吉 岡 敏 明    同  高波       716番地 

 同   吉 田 孝 夫    同  東保       598番地２ 

 同   山 岸 銀 七    同  市谷       630番地 

 同   坂 本 武 夫    同  寺尾        277番地 

 同   田 中   勳    同  庄川町古上野 255番地 

 同   石 黒 和 夫    同  庄川町青島  265番地 

 同   田 中 與 八    同  庄川町三谷  3170番地 

 同   島 田   徹    同  庄川町金屋  1698番地２ 

監 事  藤 澤   茂    同  小島      315番地 

 同   葭 田   衛    同  下中条     ８番地 
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 同   小 幡 宗 弘    同  荒高屋    328番地 

 同   荒 川 弘 章    同  福岡     223番地 

 

 

土地改良区の役員の就任 

 滑川南部土地改良区の役員に次の者が平成25年４月５日就任した旨届出があった 

ので、土地改良法（昭和24年法律第 195号）第18条第17項の規定により公告する。 

  平成25年４月19日 

                    富山県知事 石  井    一  

  職 名   氏   名            住         所 

  理 事  深 井 久 夫     滑川市赤浜  468番地 

   同   川 﨑   巖     同  常光寺 672番地２ 

 

 

特定非営利活動法人の設立認証の申請 

 特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定による特定非 

営利活動法人の設立認証の申請があったので、同条第２項の規定により次のとおり 

公告する。 

  平成25年４月19日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 申請のあった年月日 

  平成25年４月９日 

２ 申請に係る特定非営利活動法人の名称 

  特定非営利活動法人なんと元気 

３ 代表者の氏名 

  蓮沼 晃一 

４ 主たる事務所の所在地 

   富山県南砺市山見京願1739番地の２ 

５ 定款に記載された目的 
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  この法人は、となみ地区を中心とした住民に対して、市民生活サポート、まち 

 づくり活性化及び環境づくり推進に関する事業を行い、地域のまちづくりに寄与 

 することを目的とする。 

 

 

特定非営利活動法人の設立認証の申請 

 特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定による特定非 

営利活動法人の設立認証の申請があったので、同条第２項の規定により次のとおり 

公告する。 

  平成25年４月19日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 申請のあった年月日 

  平成25年４月15日 

２ 申請に係る特定非営利活動法人の名称 

  特定非営利活動法人はぁとぴあ21 

３ 代表者の氏名 

  高和 洋子 

４ 主たる事務所の所在地 

   富山県射水市海老江練合 169番地32 

５ 定款に記載された目的 

  この法人は、一般市民に対して、思いやりの心や育て合う喜びなどを共有でき 

 る家庭を築き上げるためのカウンセリングに関する事業等を行い、生き甲斐を持 

 って未来に希望と夢を抱くことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。 
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